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【要旨】本研究の目的は、文献検討により、児童虐待対応における医療機関と関係機関との連
携を明らかにすることである。医学中央雑誌にて「医療機関」and「児童虐待」をキーワードに
検索した。事例研究のうち医療機関と関係機関の連携について記述がある11文献を分析対象とし、
質的記述的に分析した。分析の結果、《モニタリングしながらタイムリーに虐待のリスクを関係
機関へ伝える》《子どもの命を守るために関係機関と共通の危機感が持てるようにする》《退院後
を見越して子どもの安全を守るために地域へつなぐ》の３つのカテゴリーが抽出された。医療機
関は、子どもやその家族と密接に関わる中で、臨床所見に留まらない多様な情報を持ち合わせて
いる。その強みを生かし、虐待が疑われたらいち早く関係機関に連絡して虐待リスクを共有する
とともに、親子を地域の支援者に繋ぐ仲介役になることで、支援が途切れないように意図した連
携を図る重要性が示唆された。
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児童虐待対応における医療機関と関係機関との連携に関する文献検討

Ⅰ．緒　　言

児童相談所及び市区町村における児童虐待に関する相
談対応件数は増加し続けており、虐待による死亡事例は
後を絶たない１）。この状況を受け子ども家庭庁はこども
まんなか実行計画2025において児童虐待防止対策を子
ども施策の重要事項に掲げている２）。児童虐待の未然防
止、早期発見及び早期対応、虐待を受けた子どもの適切
な保護を行うことは喫緊の課題である。
児童虐待発見の契機として、医療機関受診の機会は重
要であり、医療機関では生命の危険があるような重症の
身体的虐待やネグレクトが多く見られる３）。また、医療
機関では、受診時の傷や症状、あるいは診察室での親
子の言動や振る舞いから虐待の背景が見えやすい４）。し
かしながら2020年11月～2021年１月に全国943（回答
351）の医療機関を対象に行われた調査５）では、医療機

関が虐待疑いの入院事例に対し、児童相談所および市町
村に未通告だった割合は41.7％であった。未通告の理由
として、「介入ではなく市区町村による支援が適切だと
考えられたため」が33.8％と最も多く、通告しなくとも
市区町村に支援依頼をしている点で安心できる。しか
し、「虐待／ネグレクトとして、軽症と考えられたため」
「医療機関の対応のみで状況の改善が見込まれたため」
「通告による養育者との関係性の悪化が懸念されたため」
「虐待／ネグレクトだとの確信が持てなかったため」と
いった理由も挙げられており、医療機関の独断でリスク
判断し、曖昧なまま通告義務が果たせていない場合が一
定数存在する。実際に、医療機関で虐待と判断すること
は非常に困難な事例もある４）。医療機関では診療時や入
院時に保護者の子どもへの優しさも見て取れる場合があ
るため、子どもの怪我の原因が不慮の事故か、虐待によ
るものかといった判断が難しい６）。そのため、虐待リス
クに関する情報を医療機関内で留めずに、関係機関と情
報共有しながらモニタリングすることが求められる。ま
た、児童虐待疑い事例に対して、医療機関のみならず、
医療機関以外の関係機関が関与したことで重症例の減少
に繋がったことが示唆されている７）。医療機関が関係機
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関と連携することは子どもの命を守る上で不可欠である
ため、その連携の実態を明らかにする必要がある。
しかし、医療機関における児童虐待に関する先行研究
を概観すると、医療機関における虐待リスクアセスメン
ト８）９）や、医療機関が関わった児童虐待の症例報告10）11）

は散見されるが、関係機関との連携に関する研究は乏し
い。症例報告の中で、医療機関と関係機関との連携に関
する記載が確認できる程度である。そのため、これらの
記載を網羅して、連携の実際を体系化する必要がある。
そこで本研究は、文献検討により児童虐待対応におけ
る医療機関と関係機関との連携を明らかにすることを目
的にした。

［用語の定義］
本研究における児童虐待事例とは、児童相談所におけ
る児童虐待の判断の有無を問わず、病院が児童虐待疑い
と判断した事例とする。関係機関とは、子ども支援や虐
待対応に関わる機関であり、具体的には、児童相談所、
行政（保健所、保健センター、福祉事務所）、警察、保
育所、教育機関、他の医療機関を指す。
また、連携は、久保ら12）の定義を参考にして、児童

虐待事例についての関係機関への通告や情報共有、関係
機関と検討しながら行った対応、事例を関係機関の支援
につなぐための行動と定義づけた。

Ⅱ．方　　法

１．対象文献の選定方法
医学中央雑誌Web版にて「医療機関（病院、診療所）」
と「児童虐待」をandで繋ぎ、年代を絞らずに原著論文
に絞り検索を行った結果、169件抽出された（2024年12
月時点）。また、具体的な連携を明らかにするため、症
例報告に絞った結果22件となり、そのうち、児童虐待
対応における医療機関と関係機関との連携の記載がある
11文献を分析対象とした。

２．分析方法
事例の概要として、子どもの年齢、性別、虐待の種類、
虐待者、医療機関受診の経緯、家族構成等の視点で整理
した。
関係機関との連携についてのカテゴリー化にあたって
は、まず、対象文献から、医療機関と関係機関との連携
について記載がある文脈を抽出してコード化した。次
に、コードを相違点や共通点について比較しながら、連
携が類似するコードを統合してサブカテゴリーを生成し
た。最終的に、サブカテゴリーの類似性と相違性に留意

しながらカテゴリーを生成した。

３．倫理的配慮
著作権を遵守し、文献に記されている内容の意図を損
なわないように配慮した。また、使用する文献は全て出
典を明記した．

Ⅲ．結　　果

１．事例の概要
対象文献に示されていた児童虐待事例は12事例で
あった（表１）。虐待が疑われた子どもの年齢は１か月
児～12歳、虐待の種類は、述べ件数で、ネグレクト（医
療ネグレクト含む）が９件、身体的虐待が５件、心理的
虐待が２件であった。なお、虐待の種類は文献の著者が
判断したものとした。虐待者は、母７件、父母４件、母
方祖母１件であった。

２．児童虐待対応における医療機関と関係機関との連携
分析の結果、児童虐待対応における連携として３カテ
ゴリー、７サブカテゴリー、36コードが抽出された（表
２）。以下、カテゴリーを《 》、サブカテゴリーを〈 〉、
コードを「」で記し、カテゴリーごとに説明する。文章
中では意味内容を損なわない程度にコードを抜粋して記
述する。

１）《モニタリングしながらタイムリーに虐待のリスク
を関係機関へ伝える》
「子どもの熱傷原因が、母親がかけたシャワーの温度
が未調節であったこと，受傷後ぬるま湯をしばらくかけ
た後に受診したことに対して、病院の児童虐待防止・対
策委員会の協議の結果ネグレクトの可能性があるとし、
児童相談所へ通告した」など、〈虐待が疑われたら組織
内で速やかにアセスメントしていち早く児童相談所へ通
告する〉連携を行っていた。
また、「虐待を受けている可能性のある子どもが退院
後に食事や排泄ができているかを確認するため、外来で
の経過観察を行う中で、気がかりな情報を関係機関と随
時共有した」など、〈経過観察しながら虐待および養育
状況が心配されるたびに関係機関に情報提供する〉よう
にし、子どもへの虐待リスクに対してタイムリーに関係
機関と連携を図っていた。

２）《子どもの命を守るために関係機関と共通の危機感
が持てるようにする》
「生命の危険な状態にある子どもに対し、両親が輸血
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３）《退院後を見越して子どもの安全を守るために地域
へつなぐ》
「ネグレクト事例が退院する前に、看護師が母親に地
域の支援を拒否してきた理由を聞き、精神保健福祉士を
窓口として、退院後に福祉や教育機関の支援が受けられ
るように体制を整えた」など、〈親子が退院後に地域の
支援を受けられるよう関係機関との仲介役になる〉連携
を行っていた。
また、「虐待を受けていた子どもの退院後の支援方針
を検討する会議で、医療機関は、身体的虐待とそれに伴
う発達遅滞があること、入院中に病棟保育士と看護師が
発達を促す関わりをして大きな改善がみられたことを踏

拒否を行ったことを受け、病院長の指示のもと、過去の
最高裁での判決を根拠に輸血を行わないこととしたが、
万が一の場合に備え警察にも連絡をした」など、〈命に
関わる最悪な事態を想定して関係機関に連絡をとる〉連
携を行っていた。
また、「愛着遮断症候群の疑いがあった事例に対し、
児童相談所は自宅退院と判断したため、医療機関は母子
の面会時の様子、子どもが家に帰りたくないと発言した
様子の録画を児童相談所職員に見てもらい説明した」な
ど、〈虐待リスクの判断が児童相談所と異なる際に理解
を求める〉ようにし、関係機関と危機意識を統一するた
めの連携を行っていた。

表１　事例の概要

事例
番号 年齢 性別 虐待の種類 虐待者 医療機関受診の経緯 家族構成等 文献

1 １歳 男児 身体的虐待 母 右前腕～手部の熱傷（境界明瞭な手袋靴下型）
を受傷した4日後に受診

父、母、本児
野田ら13）

※父（日本人）はカンボジア
で仕事、母はカンボジア人

2 1歳1か月 女児 身体的虐待 母
ショック状態のため他院から紹介あり、頭部
と体幹に出血斑、左大腿部に火傷が認められ
た

父、母、本児 引間ら14）

3 1か月 女児 身体的虐待 母

早朝、母親が哺乳させた後、嘔吐、口腔内出
血、顔色不良、多呼吸あり、5時間経過後受診、
呼吸循環不全として他院から紹介あり、陰圧
性肺水腫を認めた

父、母、姉、本児

齊間ら15）※以前、姉の育児に関して児
童相談所へ通告された既往
あり

4 3歳 男児
身体的虐待 
心理的虐待 
ネグレクト

父母
生後5か月から先天性心疾患のため通院中
多数のあざや煙草による火傷跡、栄養障害、
発達遅滞、情緒障害あり

父、母、兄（6歳）、本児
小林ら16）※姉（7歳）は、生後間もな

く養子に出た 
※経済困窮あり

5 2歳 男児 身体的虐待 
ネグレクト 父母

近医より受傷機転不明の大腿骨骨折の疑いで
紹介あり、大腿骨骨幹部骨折の他にも、陳旧
性鎖骨骨折が認められ、入院中両親は本児を
残して無断帰宅した

父、母、姉（6歳）、
母方祖母、本児 山根ら17）

6 12歳 男児 ネグレクト 母 怠学、母親への反抗、生活リズムの乱れが顕
著で受診、反抗挑戦性障害の診断

母、姉、本児
鈴木18）

※姉は不登校 
※経済困窮あり

7 10歳 女児 ネグレクト 母方祖母

便秘と嘔吐を主訴に受診があった際、顕著な
やせ、低身長、刺激臭が認められた

母、姉（15歳）、母方祖母、
母方叔父、本児 木澤ら19）

※母も本児と同様の症状があり、オムツをしていた
ことから、母子同室で入院

※母、母方祖母に知的障がい
あり

8 2歳4か月 女児 ネグレクト 母

ストーブにかかっていたやかんの湯で熱傷を
負い近医を受診、植皮が必要との判断で紹介
あり、栄養障害、発達遅滞、身体や着衣の異
様な汚れ等もみられた

父、母、兄２名、姉１名、
妹１名、父方祖母、叔母、
伯母、従妹２名、本児 深水ら20）

※母親は知的障がいあり 
※経済困窮あり

9 1歳 女児 ネグレクト 母

シャワー温度未調節による左臀部～下肢の熱
傷後、母親は冷水でいきなり冷やさない方が
よいとの思い込みがあり、ぬるま湯をしばら
くかけた後に受診

父、母、本児

野田ら13）

※両親は中国人

10 1歳 不明 医療ネグレクト 父母
上部消化管出血と代償性ショックの状態で開
業医から紹介を受けるも宗教上の理由から輸
血拒否

父、母、本児 大山ら21）

11 3歳5か月 男児 医療ネグレクト 父母

高度便秘による溢流性便失禁と長期にわたる
おむつかぶれを放置した医療ネグレクトによ
り乳児臀部肉芽腫の状態となり、児童相談所
から紹介

父、母、本児

比留間ら22）※両親の仕事の都合で転居
を繰り返していた 
※経済困窮あり

12 4歳 男児 ネグレクト 
心理的虐待 母

保健師が本児の食行動異常や低身長、母親が
本児を無視することに気づき、要保護児童対
策地域協議会個別ケース会議での協議の結果、
医療機関受診に至る

母、第2子とその子ども、
第7子、本児 森内ら23）

※母親は複数の離婚歴あり。
生活保護受給中。
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表２　児童虐待対応における医療機関と関係機関との連携に関するカテゴリー

カテゴリー サブカテゴリー コード数 コード（例） 事例番号

モニタリングしながら
タイムリーに虐待のリ
スクを関係機関へ伝え
る

虐待が疑われたら組織
内で速やかにアセスメ
ントしていち早く児童
相談所へ通告する

6

子どもの熱傷原因が、母親がかけたシャワーの温度が未調節で
あったこと、受傷後ぬるま湯をしばらくかけた後に受診したこと
に対して病院の児童虐待防止・対策委員会の協議の結果ネグレク
トの可能性があるとし、児童相談所へ通告した

9

低身長や筋力低下が認められたため医学的評価のために入院した
子どもに行った諸検査で、知能検査での平均以下の結果、入院後
に体重・筋力が改善したこと、子どもが母親に嫌悪感を抱いてい
るような言動が見られること等から不適切な養育が考えられ、病
院の子ども家庭支援委員会にて多職種で協議した結果、児童相談
所へ通告した

12

経過観察しながら虐待
および養育状況が心配
されるたびに関係機関
に情報共有する

5

受傷機転不明な骨折により虐待が否定できないため児童相談所に
通告していたが、子どもの入院中に両親に付き添いが必要である
と説明しても無断で帰宅してしまうことが続いたこと、全身の
CT所見で過去複数回の骨折が確認されたことから、身体的虐待
およびネグレクトの疑いが強くなり、児童相談所へ再度情報提供
した。

5

虐待を受けている可能性のある子どもが退院後に食事や排泄がで
きているかを確認するため、外来での経過観察を行う中で、学校
に登校できていない、強い体臭がある等、気がかりな情報を関係
機関と随時共有した

7

子どもの命を守るため
に関係機関と共通の危
機感が持てるようにす
る　　

命に関わる最悪な事態
を想定して関係機関に
連絡をとる

3

生命の危険な状態にある子どもに対し、両親が輸血拒否を行った
ことを受け、病院長の指示のもと、過去の最高裁での判決を根拠
に輸血を行わないこととしたが、万が一の場合に備え警察にも連
絡をした

10

子どもの輸血拒否を行った両親の親権停止を含む対応がとれない
か児童相談所に検討を依頼した結果、家庭裁判所に親権停止の仮
処分を申し立てることとなった

10

虐待リスクの判断が児
童相談所と異なる際に
理解を求める

4

医療機関は愛着遮断症候群の疑いがある子どもの児童相談所の受
け入れを積極的に進めていたものの、児童相談所は自宅退院と判
断したため、医療機関は母子の面会時の様子、子どもが家に帰り
たくないと発言した様子の録画を児童相談所職員に見てもらい説
明した

12

虐待を受けている可能性がある子どもの一時保護を児童相談所が
認めない状況に対して、病院の子ども家庭支援委員会は市役所、
保健師と協議し、市役所から児童相談所へ一時保護を求める通知
を行うよう働きかけた

12

退院後を見越して子ど
もの安全を守るために
地域へつなぐ

親子が退院後に地域の
支援を受けられるよう
関係機関との仲介役に
なる

3

ネグレクト事例に対して退院前に、看護師が母親に地域の支援を
拒否してきた理由を聞き、精神保健福祉士を窓口として、退院後
に福祉や教育機関の支援が受けられるように体制を整えた。

6

子どもと母親が家族からネグレクトを受けており、母子で入院を
していたが、退院して外来で経過観察することとなったため、退
院前に母親以外の家族に対して、定期的な外来通院、児童相談所
と福祉課との関わりが必要であることを説明する機会を設けた

7

病院で捉えた虐待リス
クを踏まえて退院後の
子どもの安全を守る方
法を提案する

8

虐待を受けていた子どもの退院後の支援方針に関する関係機関と
の検討会で、医療機関は、身体的虐待とそれに伴う発達遅滞があ
ること、入院中に病棟保育士と看護師が発達を促す関わりをして
大きな改善がみられたことを踏まえ、子どもが保育所に早期に入
所できるよう市の保健係に提案した

4

虐待による愛着遮断症候群が疑われた子どもへの心理士による精
神的ケアや母親へのペアリングトレーニングを児童相談所に提案
した

12

入院中の親子の状況を
関係機関と共有して退
院後の方針を検討する

7

多発外傷や火傷、頭部外傷の所見から児童虐待が疑われ、入院中
にみられる母親から子どもへの執拗な叱責から、虐待の再発と生
命の危険が高いと予想されたため、児童相談所と連絡を取り、乳
児院入所を検討した

2

入院中に親の面会の努力を讃え、親が子どもに肯定的な感情がも
てるように努めてきたことが退院後も継続できるように、退院前
に院外機関と協議し、退院後は医療ソーシャルワーカー、保育所
保育士、市福祉事務所と連携して育児支援を継続した

4

重度の便秘とおむつかぶれで入院した子どもの退院前に、退院後
も内服や浣腸といった治療の継続が必要であることを説明した
が、両親が治療に関する手技の獲得が困難であり、外来診療での
治療継続は困難と思われたため、児童相談所と協議し、保護施設
へ退院となった

11
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まえ、子どもが保育所に早期に入所できるよう市の保健
係に提案した」など、〈病院で捉えた虐待リスクを踏ま
えて退院後の子どもの安全を守る方法を提案する〉連携
を行っていた。
さらに、「両親が治療に関する手技の獲得が困難であ
り、外来診療での治療継続は困難と思われたため、児
童相談所と協議し、保護施設へ退院となった」「入院中
に親の面会の努力を讃え、親が子どもに肯定的な感情が
もてるように努めてきたことが退院後も継続できるよう
に、退院前に院外機関と協議し、退院後は医療ソーシャ
ルワーカー、保育所保育士、市福祉事務所と連携して育
児支援を継続した」など、〈入院中の親子の状況を関係
機関と共有して退院後の方針を検討する〉ようにしてお
り、退院後を見越した関係機関との連携を図っていた。

Ⅳ．考　　察

結果を基に、児童虐待対応における医療機関と関係機
関との連携について考察する。

１．院内で虐待疑いを速やかにアセスメントして関係機
関と共有し、モニタリングを続ける　
医療機関は臨床所見に加え、子どもや家族と密接に関
わる中で、現状や課題に関する情報を得やすく、客観的
に状況を評価できる立場となり得る４）。その強みを活か
し、文献事例においても、医療機関で捉えた情報をもと
に〈虐待が疑われたら組織内で速やかにアセスメントし
ていち早く児童相談所へ通告する〉ようにしていた。ま
た、児童虐待をアセスメントする際には、院内の児童虐
待対策委員会などの組織で検討していた事例が複数あっ
た。医療機関で虐待と判断するのが容易ではない事例も
存在する４）が、院内虐待対応チームとして判断するこ
とで、個人の負担ではなく医療機関としての責任とな
り、速やかな対応につながる24）。つまり、児童虐待を一
人で判断するのが困難であっても、医療機関という組織
内で検討することにより、判断と対応に自信を持つこと
ができ、結果的に速やかな通告に繋がると考えられる。
さらに、今回の研究では、一度の通告で終わらず、〈経
過観察しながら虐待および養育状況が心配されるたびに
関係機関に情報提供する〉対応が示された。虐待事例の
状況は変動すること、医療機関での対応中に虐待に関連
する重要な情報が得られる可能性を意識してモニタリン
グを続け、タイムリーに関係機関に共有することが求め
られる。

２．医療機関が捉えた危機感を関係機関に伝えて虐待リ
スクの見立てを統一する
虐待リスクの判断が医療機関と関係機関で食い違う
場合、子どもの虐待死亡に繋がることが懸念されてい
る23）。2018年３月２日に目黒区で起きた５歳女児の虐
待死事件も、医療機関と児童相談所等、関係機関との間
における虐待重症度に対する意識の乖離があったと指摘
されている25）。文献事例では、このような乖離を埋める
べく、〈虐待リスクの判断が児童相談所と異なる際に理
解を求める〉ためのあらゆる努力をしていた。具体的に
は、虐待リスクの高さを示すような録画を児童相談所に
見てもらったり、市町村などの関係機関が捉える虐待リ
スクの見立てを確認し、関係機関からも児童相談所にリ
スクを伝えてもらったりする等である。通常、一時保護
の職権を持つ児童相談所の判断が重要視されることが多
く、医療機関の中には、児童相談所との対立を避けよ
うとする傾向が認められることがある25）。医療機関とし
て、日頃から児童相談所と忌憚なく意見を言え合える関
係づくりに努め、対立を恐れず、常に子どもの最善の利
益を追求する姿勢が求められる。また、今回の文献事例
での解決方法で示されたように、医療機関と児童相談所
の２者関係ではなく、多機関で情報共有してリスクの見
直しが行えるように、積極的に要保護児童対策地域協議
会等の場を活用することが重要である。必要に応じて、
児童相談所に虐待リスクが明確に伝わるよう医療機関
の見解を意見書として提出する23）こと、可能であれば、
子どもとの面談を医療機関と児童相談所が共同で行う25）

ことも有効である。

３．退院後を見越して地域と親子を繋ぐ仲介役となり、
切れ目のない発達支援・子育て支援を行う
子どもとその家族が安心して生活できる地域づくりの
ために、医療機関も地域のネットワークの一員となるこ
とが必要である26）。入院中に親子との関係性を築くこと
ができた医療機関だからこそ、親に地域の支援を拒否し
てきた理由を聞き、退院後に児童相談所や福祉課、学校
との関わりが必要であることを説明するなど18）19）、〈親
子が退院後に地域の支援を受けられるよう関係機関との
仲介役になる〉ことができたと考える。また、医療機関
は親子の心身の状態や生活状況を把握できる機会を多く
持っており、子どもの言動や親の養育態度、生活背景な
どの情報を得やすい立場にある27）ことから、ニーズに
合わせた支援や社会資源を検討しやすく、〈医療機関で
捉えた虐待リスクを踏まえて退院後の児の安全を守る方
法を提案する〉ことができる。親子への支援過程で得ら
れる情報は、〈入院中の親子の状況を関係機関と共有し
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て退院後の方針を検討する〉上でも役立つ可能性があ
る。
さらに、医療機関には子どもの発達支援や子育て支援
をする役割もある28）ため、虐待対応においても、子ど
もを守るために親子分離の方向性を提案するだけでな
く、虐待による子どもの情緒・発達への影響を査定した
支援や、虐待する親が子どもと向き合えるようにする支
援も求められる。今回の文献事例においても、医療機関
での発達支援が退院後も継続できるように退院後早期の
保育所入所を提案した事例16）や、入院中に行っていた
親支援を退院後も継続できるように関係機関と連携して
いる事例16）があった。このように、虐待事例の親子に
対する切れ目ない発達支援・育児支援の視点をもって、
関係機関との連携を図ることが重要である。
なお、文献事例の中には、虐待の背景につながる外国
籍の親、生活困窮家庭、知的障害の親等が含まれていた
が、これらの背景を踏まえた関係機関との連携について
記載はなかった。今後の研究においては、特別に考慮が
必要な背景を持つ虐待事例に焦点を当てて、医療機関と
関係機関との連携について検討することが求められる。

Ⅴ．結　　論

文献検討により、児童虐待対応における医療機関と関
係機関との連携として《モニタリングしながらタイム
リーに虐待のリスクを関係機関へ伝える》《子どもの命
を守るために関係機関と共通の危機感が持てるようにす
る》《退院後を見越して子どもの安全を守るために地域
へつなぐ》の３つのカテゴリーが抽出された。
医療機関は子どもや家族と密接に関わることができる
ことから、臨床所見に加えて、子どもや家族の現状や課
題を客観的に評価することができる。その強みを生か
し、虐待が疑われたらいち早く組織内で検討し、速やか
な通告に繋げるとともに、モニタリングを続けて虐待の
リスクを関係機関と共有する必要がある。また、入院中
に捉えた情報を踏まえて、退院後の支援方針を関係機関
と共に検討すること、家族と関係機関をつなぐ仲介役に
なることで、虐待事例への支援が途切れないように意図
した連携を行う重要性が示唆された。
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